
壱岐振興局専決許可　－新規許可申請を受け付ける漁業－
知事許可漁
業の種類

漁業種類 操業区域 漁業時期 推進機関の
馬力

船舶の総ト
ン数

許可又は
起業の認
可をすべ
き漁業者
の数

漁業を営む者の
資格

長崎県漁業調
整規則第１４
条第１項第１
号に規定する
知事が別に定
める継続の許
可対象の有無

長崎県漁業調
整規則第１４
条第１項第４
号に規定する
知事が別に定
める承継の許
可対象の有無

長崎県漁業調整規
則第１１条第１項
に規定する許可又
は起業の認可を申
請すべき期間

長崎県漁業調整規則第８条第２項に規定す
る許可又は起業の認可をするかどうかの判
断に関し必要と認める書類

長崎県漁業調
整規則第13条
第１項に規定
する許可等の
条件

許可の有効期
間

（許可日）か
ら令和９年８
月31日まで

かご漁業 はえなわ式雑魚
かご漁業（箱崎
地区）

共同漁業権北共第45号の区域及びその沖出し区域。 4月1日から
8月31日ま
で

定めなし 定めなし 1 長崎県壱岐市芦
辺町瀬戸浦、箱
崎大左右触、箱
崎中山触、箱崎
江角触、箱崎谷
江触、箱崎本村
触、箱崎釘ノ尾
触、箱崎諸津触
の区域に住所を
有する者である
こと。

対象とする 対象とする 令和７年３月２４
日から４月２３日
まで

①申請理由書
②申請者の住民票の抄本
（法人にあっては、定款及び登記簿抄本）
③事業計画書
④漁具漁法説明書
⑤漁業権者の同意書
⑥漁業許可の適格性に関する申立書

同時に使用す
るかごの数は
１００個を超
えてはならな
い。
ただし、共同
漁業権内では
５０個を超え
てはならな
い。


